
ＩＴを活用した循環型地域づくり基盤整備事業
１５５百万円（ ９０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

１．事業の概要
電子マニフェスト（産業廃棄物電子管理票）システムは、情報管理の合

理化、偽造がしにくく行政の監視業務の合理化につながる等のメリットが
あり、循環型地域づくりの基盤として一層の普及拡大が必要である。
平成２０年度は、平成１８年１月１９日にＩＴ戦略本部により取りまと

められた「ＩＴ新改革戦略」で掲げられた「平成２２年度における電子マ
ニフェストの利用割合５０％」という目標の達成に向け、普及啓発や利用
者のインセンティブ強化といった事業を行うことにより、電子マニフェス
トの普及拡大を図るとともに、使用増加に対応できるようシステムの機能
強化を図る。

２．事業計画
（１）普及啓発説明会等の実施

ブロック別・業界別研修会、中小企業向け説明会の実施
自治体等の協力を得てブロック別・業界別の説明会を行い、計画的に

普及啓発を図る。
（２）電子マニフェストシステムの機能強化
① 電子マニフェストバックアップシステムの構築

登録されたマニフェスト情報を地震等の自然災害や人災から安全・確
実に保存・管理する体制を構築する。

② 電子マニフェスト使用増加に伴うシステム改修の検討・設計及び改修
データベース構造等の見直し、使用増加に対応できるようシステム強

化を図る。
③ 電子マニフェストシステムのＷｅｂ版の構築

排出事業者数の約８０％以上を占める少量排出事業者が電子マニフェ
ストシステムを導入しやすい環境を整備し、一層の普及拡大を図る。

３．施策の効果
○廃棄物処理システムの透明性の向上
○排出事業者の処理責任の認識の徹底
○排出事業者・処理業者の情報管理の合理化
○行政の監視業務の合理化

４．備考（積算内訳）
調査費 １５４，６４７千円
普及啓発事業（研修会、説明会等） ２５，０８８千円
電子マニフェストシステムの機能強化 １２９，５５９千円
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